
近畿地方整備局 配布日時 平成３０年 ７月 ６日
京都国道事務所 １９時１５分

資 料 配 布

件 名 国道９号の通行規制について（終報）

～異常気象時事前通行規制区間（老ノ坂峠）の通行止め解除～

概 要 ○国道９号で通行止めを実施しておりましたが、区間内の安全が確

認できたため、７月６日（金）１９時１５分に解除します。

○不安定な天候が続きますので、今後の気象情報、最新の道路情報

にご注意ください。

■国道９号通行規制

○規制内容：通行止め

○規制区間：京都市西京区大枝沓掛町～京都府亀岡市篠町王子

延長約４.７ｋｍ

○規制開始：７月５日（木）２３時００分

○規制解除：７月６日（金）１９時１５分

ご協力ありがとうございました。
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